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１. 輪島港の概要 

（１）輪島港の概要 

輪島港は、能登半島の北部輪島市に位置し、鎌

倉・室町時代から三津七湊のひとつとして、日本海

を航行する船舶の寄港地として栄えた港である。 

 

表１－１ 輪島港の沿革 
年 主な出来事 

大正 2 年 輪島町議会が避難港の築造を県に上申

昭和 26 年 避難港に指定 

53 年 第４防波堤（沖防波堤）事業着手 

平成 5 年 輪島港マリンタウンプロジェクト事業着手

 ※現在、第４防波堤を整備中 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－１ 輪島港概要 

地方港湾（避難港）地方港湾（避難港）
地方港湾地方港湾
重要港湾重要港湾

地方港湾（避難港）地方港湾（避難港）
地方港湾地方港湾
重要港湾重要港湾

第４防波堤 

輪島マリンタウン 

平成 20 年５月撮影 



 2

エネルギー、 
食料の輸入取扱貨物 １４億ｔ のうち 

が、船舶を利用。 

   避難港（現在整備中） 

  避難港 

  特定重要港湾及び重要港湾 

由良

下田

室津

奥尻 

松前 

輪島

宗谷

天売 

椴法華 

尻屋岬 
えりも 

鼠ヶ関柴山

油谷

上川口

戸賀

深浦

名洗

雄勝 

二見

久之浜 

洞輪沢

大泊 
浜島

勝浦

興津

伊良湖

七類
大島

呼子 

脇岬 

田後

鷹巣

（２）避難港について 

１） 避難港の重要性 

我が国では、エネルギー

の９割以上、食料の約６割を

海 外 か ら の 輸 入 に 依 存 し

99.7％が船舶を利用して港か

ら運ばれている。船舶は日本

の生活と物流を担う重要な輸

送手段である。 

図 １－２ 船舶による輸入量シェア 

このため、安定

的かつ安全な海上

交通を確保するこ

とを目的として、荒

天時の避難場所と

して「避難港」が、

全国で 36 港指定

されている。 
 

図 １－３ 全国の避難港配置 

 
２） 避難港としての輪島港 

輪島港のある能登半島沖は、

寒流と暖流が交錯する海象急

変地帯として知られ、日本海特

有の冬季風浪の影響を強く受

けることから、航海上の難所で

あったが、輪島崎が北西の強

風による波浪をさえぎるため、

輪島港は古くから荒天時の船

舶の避難場所として利用されて

きた。 

昭和 26 年には避難港に指

定され、国の直轄事業として第

４防波堤を整備し、平成 20 年

には、1,190m まで整備を進め

ている。                  図 １－４ 輪島港への避難イメージ 

 

％

輪島港沖の航行船舶
約 13,000 隻/年 
（100GT 以上） 

輪島港で７隻分の 

避難水域を確保 

：避難港 

二見港 

鷹巣港 

輪島港 

他に、南西諸島に３港（古仁屋、阿護の浦、船浮） 

●
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（３）輪島港の避難現況 

輪島港の避難実績は、平成 15～19 年の５年間で平均 42 隻／年あり、輪

島港への避難需要は依然として高い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 １－３ 輪島港の避難実施状況 
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（４）輪島港周辺の主な海難事故事例 

①ロシア船(ナホトカ号)重油流出事故【平成 9 年 1 月 2 日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②コンテナ流出事故【平成 11 年 4 月 14 日】 
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③積荷流出事故【平成 19 年 12 月 10 日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④コンテナ流出事故【平成 21 年 2 月 5 日】 
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２. 事業の概要 

（１）防波堤配置計画 

１）当初計画 

当初計画では、第４防波堤 1,350m を整備し、避難需要 7 隻が避泊可能とする

ように防波堤が配置された。 

しかし、近年は北北東の高波浪が増加しており、これらの波向に対して当初

計画の防波堤配置では４隻分の避泊水域※１)しか確保できなくなった。 

※１)荒天時に船舶が高波を避けて安全に停泊できる水域 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 近年の高波浪（波高４m 以上）の波向特性 

２）計画の見直し 

このため、当初計画のうち未着手部分の防波堤配置を見直し、北北東～北東

方向からの高波浪時においても７隻が避泊可能な水域を確保するとともに、マリ

ンタウンや背後地の防護を踏まえた配置とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 防波堤配置の見直し 
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項目 当初計画 見直し計画 
計画延長 第４防波堤 1,350m 第４防波堤 1,210m 

防波堤(見直し部) 450m 
総事業費 ３９０億円 ３９０億円 
工    期 昭和 53 年度～平成 33 年度 昭和 53 年度～平成 33 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業の概要 

整備済施設（平成 20 年度現在） 第４防波堤 1,190m （293 億円） 
未整備施設 第４防波堤 20m、防波堤（見直し部）450m （97 億円）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初計画 

100～500GT

100～500GT

100～500GT

500～1000GT

500～1000GT

1000～3000GT

1000～3000GT

第４防波堤：1,350m 

見直し計画 

100～500GT

100～500GT 100～500GT

500～1000GT

500～1000GT

1000～3000GT 1000～3000GT

第４防波堤：1,210m 

防波堤(見直し部):450m 

× 

× 
× 

※配置の検討及び事業の実施に当たっては、引き続き周辺の水質環境等に十分配慮を行うこととする。 

第４防波堤：1,210m 

マリンタウン

1000 ～

3000G
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1000GT

500～
1000GT

100～
500GT

100～

500GT
100～
500GT

防波堤(見直し部)：450m 

未整備施設

20m 

1000 ～

3000G
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３. 事業効果の検証 

（１）事業の効果 

防波堤が完成すれば、必要な避泊水域が確保され、能登半島沖を航行する船

舶の安全確保が可能となる。 

整備完了時には１回の荒天時に７隻の船舶が海難による損失を回避できる。 

 
昭和 53 年度着工前                    平成 20 年度時点 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 33 年度完成時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※限界波高は避泊水域内の平均波高とした。 

避泊可能隻数：0 避泊可能隻数：4

100～500GT

100～500GT

500～1000GT

500～1000GT

100～500GT

100～500GT 100～500GT

500～1000GT

500～1000GT

1000～3000GT 1000～3000GT

避泊可能隻数：7

第４防波堤 1,190m 
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（２）費用便益分析 

１）海難の減少（安全便益） 

輪島港の整備により、荒天時に安全な避泊を行うことが可能となり、海難による

損失を回避できる。また、海難による油流出など海域環境汚染が回避される。 

 

流出油による海洋環境汚染
に伴う損失回避

船舶損傷被害の減少

人的被害による損失回避

事故船処理及び船舶修繕
による損失回避

船舶修繕期間中の損失回避

積荷被害による損失回避

人的被害の減少

船舶休業期間の減少

積荷被害の減少

海洋汚染の減少

船舶被害の減少

避
難
港
の
整
備

 
 

図 ３－１ 海難回避に伴う効果 

 

 

① 便益計算の考え方（残事業） 
海難減少に伴う損失回避額の算定 

   「港湾投資の評価に関する解説書」に従い、避難港整備による海難減少に伴う損失回

避額を下記式により算定する。 

海難減少に伴う
損失回避額

１隻あたりの海
難による損失額

（表3-1）
＝ ×

年間荒天
回数

（１１．１回）

完成時の
収容隻数

（７隻）

現時点の
収容隻数

（４隻）
－ ×

 
②荒天遭遇船舶の年間減少隻数の算出 

      「港湾投資の評価に関する解説書」に基づき、海難による「損失原単位」を以下のとお

り設定する。 

                  表３－１ 損失額原単位       (千円/隻) 

船型区分（n） 荒天１回 

船舶１隻 

当たり 

100GT 以上 

500GT 未満 

500GT 以上 

1,000GT 未満 

1,000GT 以上 

3,000GT 未満 

損失額 80,087 99,732 134,300 
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④海難の減少に伴う損失回避額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体事業に対する年間便益額 

 

 

 

 

 

 

年間便益額 

海難減少に伴う損失回避額７８．６億円/年 

海難発生 

海難減少に伴う損失回避額３９．９億円/年（平成２０年度時点） 

海難減少に伴う損失回避額３８．７億円/年（完成時－現時点） 

全体事業 

残 事 業 

海難減少に伴う損失回避額７８．６億円/年（平成３４年度完成以降） 

完成時（平成３４年以降） 

現時点（平成２０年度) 
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２）残存価値 

輪島港の防波堤は、供用期間（50 年間）を過ぎても、防波堤が波浪を遮へいす

る機能を持続することが見込まれるため、残存価値として当初価格の 1/10 を供用

期間末に計上する。 

 

 

３）費用便益分析結果 

（基準年：H20 年度） 

項   目 全体事業 残事業 

総事業費 ３９０億円 ９７億円 

総費用（割引後） C ７０１億円 ７４億円 

総便益（割引後） B １，５１３億円 ５００億円 

費用便益比（B/C） ２．１６ ６．７７ 

効果の発現期間 Ｈ１３～Ｈ８３ Ｈ３４～Ｈ８３ 
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（３）その他の効果 

①津波・高波による浸水被害の軽減 
 

昭和５８年に発生した日本海

中部地震において輪島港では津

波を観測している。防波堤機能

の向上により背後地の津波・高

波による浸水被害を軽減できる。 
 
 

②マリンタウンの旅客船バースの静穏度の向上 
地元輪島市においては地域経済振興基盤としてマリンタウンの整備を進めてい

る。マリンタウンの旅客船バースの静穏度向上により、クルーズ船誘致が優位に

なり、ひいては地域振興につながる。 
 
③漁船等の航行安全の向上 
    輪島港は漁船数約４５０隻が在港し、ピーク時には８００隻を超える石川県

有数の漁港であり、観光都市輪島の朝市や金沢市の台所を支える水産基盤の

役割を担っている。漁船等の船だまり港口部付近が静穏になり、航行の安全性

が高まる。 
 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

背後地への越波状況 

第４防波堤 

輪島マリンタウン

防波堤(見直し部) 

旅客船バース 

漁船船だまり 

漁船等船だまり 
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４. 対応方針（原案） 
 

①事業の必要性等に関する視点 

・輪島港沖の航行船舶（100GT 以上）は、年間約 13,000 隻と多く、海上交通の安全を 

確保するため、避難港防波堤整備により海難事故の防止が必要である。 

・防波堤整備事業全体の費用対効果は B/C=2.16、残事業の費用対効果は B/C=6.77

である。 

 

②事業の進捗の見込みの視点 

・本事業の進捗率は、平成 20 年度で 75％となっている。 

・今後も防波堤の整備を推進し、平成 33 年度に事業を完了する予定である。 

・なお、本事業の多様な効果により、地域全体から事業の推進が求められている。 

 

③コスト縮減や代替え案立案の可能性の視点 

・防波堤の配置について、所要の機能を満足する も経済的なものに見直している。 

・事業実施に当たっては、より経済的な構造断面の検討等により、今後も建設コストの

削減に努める。 

 

 

 

対応方針（原案）：事業継続 

（理由） 

・ 評価対象である防波堤は、輪島港内の避難泊地を確保するために

必要不可欠な施設である。 
 

・ 海難の減少による費用対効果が十分に見込まれる。 

また、浸水被害の軽減、旅客船バースの静穏度向上等も期待できる。 
 

 

従って、本本事事業業はは継継続続がが妥妥当当である。 
 


